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2021 年 8 月 31 日 

各 位 

 
会 社 名 西 松 建 設 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長  髙  瀨 伸  利 
 （ コード 1820 東証第一部 ） 

問合せ先 管理本部副本部長 
兼 総務部長 本  多 一  藏 

 （  TEL   03－3502－0232  ） 
 

 
 

業績連動型株式報酬制度の開始時期の延期に関するお知らせ 
 
 
当社は、2021 年 5 月 11 日付で公表した「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ（詳細決

定）」に関し、当社の取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である

者を除きます。以下、同じとします。）及び執行役員（以下、取締役と併せて「取締役等」といいます。）

を対象とした新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」と

いい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」

といいます。）の開始時期を延期することを決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．本制度の開始時期の延期とその理由 

当社は、2021 年 1 月 29 日付で本制度の導入を公表するとともに、2021 年 5 月 11 日付で本制度の

詳細について決定・公表し、2021 年 6 月 29 日開催の第 84 期定時株主総会において決議いただきまし

たが、諸般の事情により本制度の開始時期を延期することといたしました。これに伴い、本信託におけ

る当社株式の取得についても延期となります。 

 

２．今後の見通し 

延期後の本制度の開始時期等については、決定次第、速やかに開示いたします。 

 

以 上 
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（ご参考） 

１．本信託の概要 

（2021 年 5 月 11 日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ（詳細決定）」より抜粋） 

①名称               ：株式給付信託（BBT） 

②委託者             ：当社 

③受託者             ：みずほ信託銀行株式会社 

（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行） 

④受益者             ：取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満た

す者 

⑤信託管理人         ：当社と利害関係のない第三者を選定する予定 

⑥信託の種類     ：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

⑦本信託契約の締結日 ：2021 年 8 月 31 日(予定) 

⑧金銭を信託する日  ：2021 年 8 月 31 日(予定) 

⑨信託の期間         ：2021 年 8 月(予定)から信託終了まで 

 

※上記のうち「⑦本信託契約の締結日」、「⑧金銭を信託する日」及び「⑨信託の期間」を変更し、未

定といたします。延期後の日程につきましては、決定次第、速やかに開示いたします。 

 

２．本信託における当社株式の取得内容 
（2021 年 5 月 11 日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ（詳細決定）」より抜粋） 

①取得する株式の種類       ：当社普通株式 
②株式の取得資金として信託する金額：763,000,000 円 
③取得株式数の上限        ：271,800 株 
④株式の取得方法         ：取引所市場より取得 
⑤株式の取得期間         ：2021 年 8 月 31 日(予定)から 2021 年 9 月 30 日(予定)まで 
 
※本制度の開始時期の延期に伴い、上記のうち「⑤株式の取得期間」を変更し、未定といたします。 

 

以 上 


